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十
五
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十
四
日
提
出
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号
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メ
ス
テ
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ッ
ク
・
バ
イ
オ
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ス
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害
者
の
保
護
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提
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者

小
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政
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ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
質
問
主
意
書

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
以
下
Ｄ
Ｖ
と
い
う
）
の
加
害
者
が
、
そ
の
被
害
者
の
所
在
を
特
定
す
る
た
め
に
探
偵

業
者
を
利
用
し
て
居
所
を
特
定
し
、
殺
人
未
遂
事
件
を
起
こ
し
た
（
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
一
日
神
奈
川
県
伊
勢
原
市
）
。

現
在
Ｄ
Ｖ
被
害
に
関
し
て
は
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
被
害
者
の
保

護
が
図
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ト
ー
カ
ー
被
害
に
関
し
て
は
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、

被
害
者
の
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
。

被
害
者
保
護
の
一
環
と
し
て
、
加
害
者
が
被
害
者
の
現
在
の
居
所
を
知
る
た
め
に
住
民
票
の
写
し
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
し

て
も
、
「
住
民
基
本
台
帳
事
務
処
理
要
領
」
（
総
務
省
）
、
「
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
及
び
住
民
票
の
写
し
等

の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
及
び
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
交
付
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
総
務
省
・
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日
発
出
）
な
ど
に
よ
り
、
被
害
者
の
申
し
出
に
よ
り
加
害
者
に

対
し
て
情
報
を
提
供
し
な
い
、
と
い
う
措
置
が
、
行
政
上
と
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
行
政
が
か
か
る
措
置
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
加
害
者
が
探
偵
業
者
を
利
用
し
て
居
所
を
突
き
止
め
た
場
合
、
保
護

策
の
実
効
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

一



こ
の
よ
う
な
事
実
を
前
提
に
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
う
か
が
い
た
い
。

一

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
の
第
四
十
二
回
男
女
共
同
参
画
会
議
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
専
門
調
査
会
（
平
成
十
九

年
一
月
二
十
九
日
開
催
）
に
お
い
て
も
、
探
偵
業
者
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
方
法
で
Ｄ
Ｖ
や
ス
ト
ー
カ
ー
被
害
者
の
保
護
を

行
わ
せ
る
方
法
が
な
い
か
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
は
対
応
が
難
し
い
と
の
理
由
で
結
論
が
見
送
ら
れ
た
。

現
在
は
、
探
偵
業
法
第
七
条
に
よ
り
、
依
頼
者
か
ら
調
査
結
果
を
犯
罪
行
為
等
に
用
い
な
い
旨
を
示
す
書
面
の
交
付
を
受

け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
依
頼
者
側
が
書
面
の
交
付
に
あ
た
っ
て
自
己
の
意
図
を
明
ら

か
に
し
な
い
こ
と
が
多
く
、
探
偵
業
者
を
利
用
し
た
事
件
が
引
き
続
き
起
き
て
い
る
。
探
偵
業
者
か
ら
も
法
整
備
を
求
め
る

声
が
上
が
っ
て
お
り
、
社
団
法
人
探
偵
協
会
が
平
成
二
十
三
年
に
出
版
し
た
「
探
偵
入
門
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
十
七
ペ
ー
ジ
に
、

ス
ト
ー
カ
ー
、
Ｄ
Ｖ
事
案
に
関
し
て
「
少
し
脱
線
し
ま
す
が
、
探
偵
が
上
記
�
法
（
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被

害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
、
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
）
の
適
用
を
受
け
て
い
る
人
物
を
調

査
し
な
い
た
め
に
、
同
法
適
用
者
で
あ
る
の
か
？
ど
う
か
？
の
職
務
上
照
会
権
が
必
要
で
あ
る
と
社
団
法
人
探
偵
協
会
で
は

考
え
て
い
ま
す
。
自
治
体
や
警
察
署
に
対
す
る
照
会
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
法
整
備
も
急
が
れ
る
部
分
で
す
。
」
と
の
記
述

が
あ
る
。

二



そ
こ
で
、
探
偵
業
者
が
失
踪
人
捜
査
の
業
務
請
負
契
約
を
す
る
場
合
に
は
、
業
務
を
開
始
す
る
に
当
た
り
Ｄ
Ｖ
や
ス
ト
ー

カ
ー
等
の
犯
罪
性
の
あ
る
事
案
に
関
す
る
案
件
で
な
い
こ
と
を
警
察
に
確
認
す
る
義
務
を
課
す
な
ど
、
何
ら
か
の
規
制
を
設

け
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
う
か
が
い
た
い
。

二

探
偵
業
に
つ
い
て
、
警
察
庁
が
都
道
府
県
警
察
担
当
者
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
に
行
っ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ

ば
、
探
偵
業
の
実
施
原
則
違
反
に
罰
則
を
設
け
る
べ
き
と
い
う
意
見
も
出
た
と
さ
れ
て
い
る
。
探
偵
業
者
が
営
利
目
的
の
た

め
に
、
ス
ト
ー
カ
ー
、
Ｄ
Ｖ
事
案
に
関
す
る
案
件
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
知
り
つ
つ
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
も
懲
罰
を
科
せ

る
よ
う
に
、
罰
則
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


